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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パルスレーザ光を患者眼の角膜又は水晶体のいずれかである透明組織内に集光させるこ
とで、前記透明組織におけるパルスレーザの集光位置に非線形相互作用を生じさせると共
に、予め設定された集光位置に従って前記パルスレーザ光が走査させることで、前記透明
組織を加工することが可能な眼科用レーザ手術装置であって、
　パルスレーザ光を発振する発振器を有すると共に、パルス幅が１ピコ秒以上２００ピコ
秒以下、且つ波長が３００ナノメートル以上７００ナノメートル以下のパルスレーザ光を
出射可能なレーザユニットと、
　前記レーザユニットによって出射されたパルスレーザ光を前記透明組織内の三次元上の
目標位置に集光させる照射手段と
　予め設定された集光位置に従って前記パルスレーザ光を走査させる光走査手段と、
　を備えたことを特徴とする眼科用レーザ手術装置。
【請求項２】
　前記レーザユニットは、
　前記発振器によって発振されたパルスレーザ光の波長を変換する波長変換手段と、
　前記波長変換手段によるパルスレーザ光の波長変換を実行するか否かを切り換える切替
手段とを備え、
　前記眼科用レーザ手術装置は、
　前記レーザユニットからのレーザの出射を制御する制御手段をさらに備え、
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　前記制御手段は、
　前記切替手段による波長変換の実行の切り替えを制御することで、少なくとも、波長が
３００ナノメートル以上７００ナノメートル以下である第一パルスレーザ光、および、前
記第一パルスレーザ光よりも波長が長い第二パルスレーザ光のいずれかを選択的に前記レ
ーザユニットに出射させることを特徴とする請求項１に記載の眼科用レーザ手術装置。
【請求項３】
　前記患者眼の角膜に対する処置を行う第一モード、および、前記患者眼のうち前記第一
部位よりも後側に位置する水晶体に対する処置を行う第二モードを含む複数のモードの１
つを選択する指示を受け付ける受付手段をさらに備え、
　前記制御手段は、
　前記受付手段によって前記第一モードの選択が受け付けられた場合に、前記第一パルス
レーザ光を前記レーザユニットに出射させると共に、
　前記受付手段によって前記第二モードの選択が受け付けられた場合に、前記第二パルス
レーザ光を前記レーザユニットに出射させることを特徴とする請求項２に記載の眼科用レ
ーザ手術装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パルスレーザ光による非線形相互作用を利用して、主に患者眼の透明組織（
例えば、角膜、水晶体等）を処置する眼科用レーザ手術装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、患者眼の透明組織の処置（例えば、切断、破砕等）をレーザ光で行うために、種
々の技術が提案されている。例えば、特許文献１が開示する眼科用レーザ装置は、エキシ
マ・レーザとｆｓレーザを備える。エキシマ・レーザは、角膜組織を除去するために、紫
外領域の波長（１９３ナノメートル）のレーザ光を出射する。ｆｓレーザは、非線形相互
作用によって角膜にフラップを形成するために、赤外領域の波長（１０２０ナノメートル
～１０７０ナノメートル）のレーザ光を出射する。なお、特許文献１では、ｆｓレーザに
よって生成されるパルスレーザ光のパルス幅（パルス継続時間）は、１００フェムト秒～
８００フェムト秒である。
【０００３】
　特許文献２が開示する装置は、特許文献１のｆｓレーザによる処置の原理とは異なり、
プラズマ発光を伴わないプラズマを誘起させることで処置を行う。特許文献２では、パル
スレーザ光の波長は３００ナノメートル～１０００ナノメートルであり、パルス幅は３０
０ピコ秒～２０ナノ秒である。（便宜的に、以下では、特許文献２で例示される処置方法
を「サブナノ秒レーザによる処置方法」という。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１２－５２０６９５号公報
【特許文献２】米国特許公開２０１０／０１６３５４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に例示される従来のフェムト秒レーザ（パルス幅がフェムト秒オーダーのパ
ルスレーザ）で処置を行う場合、レーザ発振器によって発振されたパルスレーザ光を増幅
させる必要がある。ＭＯＰＡ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ　Ｐｏｗｅｒ　Ａｍ
ｐｌｉｆｉｅｒ）に例示される増幅機構でフェムト秒レーザを増幅させると、パルスレー
ザ光のパルス幅が小さいので、増幅中の自己収束が原因で光の強度が過度に高くなる場合
がある。この場合、増幅部の光学系の損傷等が生じ得る。従って、フェムト秒レーザの増
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幅には、ＭＯＰＡ等の増幅方法よりも複雑な増幅方法（例えば、チャープパルス増幅法（
ＣＰＡ法）等）を用いる必要がある。
【０００６】
　また、特許文献２に例示されるサブナノ秒レーザによる処置方法では、フェムト秒レー
ザによる処置方法に比べてパルス幅が大きい。従って、意図しない熱の影響が、集光位置
の周辺組織に表れる可能性がある。
【０００７】
　本発明は、患者眼の組織を、簡易な構成で適切に処置することができる眼科用レーザ手
術装置を提供することを典型的な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の眼科用レーザ手術装置は、パルスレーザ光を患者眼の角膜又は水晶体のいずれ
かである透明組織内に集光させることで、前記透明組織におけるパルスレーザの集光位置
に非線形相互作用を生じさせると共に、予め設定された集光位置に従って前記パルスレー
ザ光が走査させることで、前記透明組織を加工することが可能な眼科用レーザ手術装置で
あって、パルスレーザ光を発振する発振器を有すると共に、パルス幅が１ピコ秒以上２０
０ピコ秒以下、且つ波長が３００ナノメートル以上７００ナノメートル以下のパルスレー
ザ光を出射可能なレーザユニットと、前記レーザユニットによって出射されたパルスレー
ザ光を前記透明組織内の三次元上の目標位置に集光させる照射手段と、予め設定された集
光位置に従って前記パルスレーザ光を走査させる光走査手段と、を備える。
 
【０００９】
　本発明の眼科用レーザ手術装置は、患者眼の透明組織を、簡易な構成で適切に処置する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】眼科用レーザ手術装置１の概略構成を示す図である。
【図２】レーザユニット１０の概略構成を示す図である。
【図３】増幅部１１０の概略構成を示す図である。
【図４】眼科用レーザ手術装置１が実行する処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の典型的な実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図１を参
照して、本実施形態の眼科用レーザ手術装置１の概略構成について説明する。以下の説明
では、患者眼Ｅの軸方向をＺ方向、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向とする。
【００１２】
＜全体構成＞
　本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、患者眼Ｅの透明組織を処置するために使用さ
れる。本実施形態では、患者眼Ｅの角膜および水晶体を処置することが可能な眼科用レー
ザ手術装置１を例示する。本実施形態のレーザ手術装置１は、レーザユニット１０、照射
ユニット３０、位置検出ユニット５５、観察・撮影ユニット６０、操作ユニット７０、お
よび制御ユニット７６を備える。
【００１３】
＜レーザユニット＞
　レーザユニット１０は、パルスレーザ光を出射する。本実施形態では、レーザユニット
１０によって出射されたパルスレーザ光は、非線形相互作用によって透明組織にプラズマ
を誘起するために用いられる。非線形相互作用とは、光と物質とによって生じる相互作用
の１つであり、光の強度（つまり、光子の密度）に比例しない応答が現れる作用である。
本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、パルスレーザ光を患者眼Ｅの透明組織内に集光
（合焦）させることで、集光位置で多光子吸収を生じさせる。多光子吸収が生じる確率は
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、光の強度に比例せず、非線形となる。多光子吸収によって励起状態が生じると、透明組
織内にプラズマが発生し、組織の切断・破砕等が行われる。以上の現象は、光破壊（ｏｐ
ｔｉｃａｌ　ａｂｌａｔｉｏｎ）と言われる場合もある。非線形相互作用による光破壊で
は、パルス幅が小さいパルスレーザ光が用いられるので、レーザ光による熱の影響が集光
位置の周辺に加わり難い。よって、微細な処置が可能である。パルスレーザ光のパルス幅
を極力小さくしつつ、光の強度のピークを高くすることができれば、少ないエネルギーで
効率よく光破壊が生じ、意図しない熱の影響も生じ難くなる。レーザユニット１０の詳細
な構成については、図２および図３を参照して後述する。
【００１４】
＜照射ユニット＞
　照射ユニット３０は、レーザユニット１０によって出射されたパルスレーザ光を患者眼
Ｅに導光し、患者眼Ｅの透明組織における三次元上の目標位置に集光させる。本実施形態
の照射ユニット３０は、レーザユニット１０側から患者眼Ｅ側に向かって順に、ミラー３
１、ミラー３２、ホールミラー３３、ビームエキスパンダユニット３４、走査部４０、レ
ンズ５０、レンズ５１、ビームコンバイナ５２、および対物レンズ５３を備える。
【００１５】
　ミラー３１，３２は、レーザユニット１０によって出射されたパルスレーザ光を誘導す
る。ホールミラー３３は、パルスレーザ光の光軸Ｌ１と、位置検出ユニット５５（後述す
る）の光軸Ｌ２とを分ける。ビームエキスパンダユニット３４は、レーザスポットをＺ方
向（光軸Ｌ１に沿う方向）に移動させる。走査部４０は、レーザスポットをＸＹ方向に移
動させる。レンズ５０，５１は、パルスレーザ光をリレーする。ビームコンバイナ５２は
、パルスレーザ光の光軸Ｌ１と、観察・撮影ユニット６０（後述する）の光軸Ｌ３とを合
波する。対物レンズ５３（集光光学系）は、パルスレーザ光を被検眼Ｅの透明組織に集光
させる。
【００１６】
　本実施形態のビームエキスパンダユニット３４は、凹レンズ３６、凸レンズ３７、およ
び駆動部３８を備える。駆動部３８は、凹レンズ３６を光軸Ｌ１に沿って移動させる。凹
レンズ３６が移動することで、凹レンズ３６を通過したビームの発散状態が変化する。そ
の結果、レーザスポットの集光位置がＺ方向に移動する。
【００１７】
　本実施形態の走査部４０は、Ｘスキャナ４１、Ｙスキャナ４４、およびレンズ４７，４
８を備える。Ｘスキャナ４１は、駆動部４３によってガルバノミラー４２を揺動させるこ
とで、パルスレーザ光をＸ方向に走査させる。Ｙスキャナ４４は、駆動部４６によってガ
ルバノミラー４５を揺動させることで、パルスレーザ光をＹ方向に走査させる。レンズ４
７，４８は、２つのガルバノミラー４２，４５を瞳共役とする。
【００１８】
　また、本実施形態では、対物レンズ５３を通過したパルスレーザ光は、眼球固定インタ
ーフェース５４を経て患者眼Ｅの透明組織に集光される。詳細は図示しないが、眼球固定
インターフェース５４は、吸着リングおよびカップを有する。吸着リングには、吸引ポン
プ等によって負圧が加えられる。その結果、患者眼Ｅの前眼部が吸着リングによって吸引
固定される。カップは前眼部の周囲を覆う。手術時には、屈折率が角膜の屈折率と同程度
の液体がカップ内に満たされる。よって、角膜等によるパルスレーザ光の屈折が弱まり、
集光位置の精度が向上する。なお、眼球固定インターフェース５４の構成を適宜変更して
もよいことは言うまでもない。コンタクトレンズ等を患者眼Ｅに装着してもよい。眼球固
定インターフェース５４を使わずに、眼科用レーザ手術装置１による手術を行うことも可
能である。
【００１９】
　なお、照射ユニット３０の構成も適宜変更できる。例えば、眼科用レーザ手術装置１は
、ガルバノミラー４２，４５の変わりに、パルスレーザ光を偏向させる音響光学素子（Ａ
ＯＭ，ＡＯＤ）等を用いて、パルスレーザ光のＸＹ方向の走査を行ってもよい。１つの方
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向の走査を複数の素子で行ってもよい。レゾナントスキャナ、ポリゴンミラー等を用いて
もよい。また、眼科用レーザ手術装置１は、レーザユニット１０に対して患者眼Ｅ（例え
ば、患者を支持するベッド等）を移動させることで、パルスレーザ光のＸＹ方向の集光位
置を変化させてもよい。この場合、患者眼Ｅを移動させる構成は、照射ユニット３０に含
まれ得る。また、集光位置をＺ方向に移動させるための具体的な構成も変更できる。
【００２０】
＜位置検出ユニット＞
　位置検出ユニット５５は、照射ユニット３０に対する患者眼Ｅの位置を検出するために
用いられる。詳細には、本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、照射ユニット３０に対
する患者眼Ｅの位置を検出することで、パルスレーザ光が集光する位置を、断層画像（詳
細は後述する）に対応付ける。集光位置を断層画像に対応付けることで、照射ユニット３
０等を制御するためのデータを、断層画像を用いて設定することができる。
【００２１】
　本実施形態の位置検出ユニット５５は、光学系の一部を照射ユニット３３と共用する共
焦点光学系である。位置検出ユニット５５は、ホールミラー３３、集光レンズ５６、開口
板５７、および受光素子５８を備える。ホールミラー３３は、中央に入射した光を透過さ
せると共に、患者眼Ｅによって反射された光を光軸Ｌ２に沿って反射させる。集光レンズ
５６は、ホールミラー３３によって反射された光を、開口板５７の開口に集光する。開口
板５７は、中央に開口を有する共焦点開口板である。開口板５７の開口は、患者眼Ｅにお
けるパルスレーザ光の集光位置（レーザスポットの位置）と共役な位置に配置されている
。受光素子５８は、開口板５７の開口を通過した光を受光する。本実施形態の眼科用レー
ザ手術装置１は、患者眼Ｅの位置を検出する場合、レーザ光が集光位置で光破壊を生じさ
せないように、レーザユニット１０から出射されるレーザ光の出力を調整する。眼科用レ
ーザ手術装置１は、照射ユニット３３によって集光位置を三次元方向に移動させながら、
患者眼Ｅからの反射光を受光素子５８によって受光する。
【００２２】
　以上のように、本実施形態の位置検出ユニット５５は、共焦点関係を利用することで、
パルスレーザ光の集光位置を高い精度で検出することができる。なお、照射ユニット３０
に対する患者眼Ｅの位置を検出するための構成は、適宜変更することができる。例えば、
ホールミラー３３の代わりに偏光ビームスプリッタを用いて照射光と反射光を分離しても
よい。また、眼科用レーザ手術装置１は、サンプル物質等にパルスレーザ光を照射し、サ
ンプル物質等における実際の集光位置を断層画像（後述する）によって検出してもよい。
この場合、眼科用レーザ手術装置１は、照射ユニット３０に対する患者眼Ｅの位置を、位
置検出ユニット５５を用いずに検出することができる。
【００２３】
＜観察・撮影ユニット＞
　観察・撮影ユニット６０は、患者眼Ｅを術者に観察させると共に、処置対象となる組織
を撮影する。一例として、本実施形態の観察・撮影ユニット６０は、ＯＣＴユニット６１
および正面観察ユニット６５を備える。観察・撮影ユニット６０の光軸Ｌ３は、ビームコ
ンバイナ５２によって、パルスレーザ光の光軸Ｌ１と同軸とされる。光軸Ｌ３は、ビーム
コンバイナ６３によって、ＯＣＴユニット６１の光軸Ｌ４と、正面観察ユニット６５の光
軸Ｌ５とに分岐する。
【００２４】
　ＯＣＴユニット６１は、光干渉の技術を用いて被検眼Ｅの組織の断層画像を取得する。
詳細には、本実施形態のＯＣＴユニット６１は、光源、光分割器、参照光学系、走査部、
および検出器を備える。光源は、断層画像を取得するための光を出射する。光分割器は、
光源によって出射された光を、参照光と測定光に分割する。参照光は参照光学系に入射し
、測定光は走査部に入射する。参照光学系は、測定光と参照光の光路長差を変更する構成
を有する。走査部は、測定光を組織上で二次元方向に走査させる。検出器は、組織によっ
て反射された測定光と、参照光学系を経た参照光との干渉状態を検出する。眼科用レーザ
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手術装置１は、測定光を走査し、反射測定光と干渉光の干渉状態を検出することで、組織
の深さ方向の情報を取得する。取得した深さ方向の情報に基づいて、組織の断層画像を取
得する。本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、パルスレーザ光が集光する位置を、術
前に撮影した患者眼Ｅの断層画像に対応付ける。その結果、眼科用レーザ手術装置１は、
パルスレーザ光を照射する動作（例えば、駆動部３８，４３，４６の動作）を制御するた
めのデータを、断層画像を用いて作成することができる。なお、ＯＣＴユニット６１には
種々の構成を用いることができる。例えば、ＳＳ－ＯＣＴ、ＳＤ－ＯＣＴ、ＴＤ－ＯＣＴ
等のいずれをＯＣＴユニット６１として採用してもよい。
【００２５】
　正面観察ユニット６５は、患者眼Ｅの正面画像を取得する。本実施形態の正面観察ユニ
ット６５は、可視光または赤外光によって照明された患者眼Ｅを撮影し、モニタ７２（後
述する）に表示する。術者は、モニタ７２を見ることで患者眼Ｅを正面から観察すること
ができる。
【００２６】
＜操作ユニット＞
　操作ユニット７０は、術者からの各種操作指示の入力を受け付ける。一例として、本実
施形態の操作ユニット７０は、各種操作ボタンを備えた操作部７１と、モニタ７２の表面
に設けられたタッチパネルとを備える。しかし、ジョイスティック、キーボード、マウス
等の他の構成も操作ユニット７０として採用できる。なお、モニタ７２には、例えば、患
者眼Ｅの正面画像、組織の断層画像、各種操作メニュー等、種々の画像を表示させること
ができる。
【００２７】
＜制御ユニット＞
　制御ユニット７６は、ＣＰＵ７７、ＲＯＭ７８、ＲＡＭ７９、および不揮発性メモリ（
図示せず）等を備える。ＣＰＵ７７は、眼科用レーザ手術装置１の各種制御を司る。ＲＯ
Ｍ７８には、眼科用レーザ手術装置１の動作を制御するための各種プログラム、初期値等
が記憶されている。ＲＡＭ７９は、各種情報を一時的に記憶する。不揮発性メモリは、電
源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体である。
【００２８】
＜レーザユニットの構成＞
　図２および図３を参照して、本実施形態におけるレーザユニット１０の構成について詳
細に説明する。図２に示すように、本実施形態のレーザユニット１０は、発振器１０１、
増幅部１１０、波長変換部１２１、切換部１２５，１２６、およびパルス選択部１２８を
備える。
【００２９】
　発振器１０１は、レーザ光（パルスレーザ光を含む）を発振することができる。本実施
形態では、例えば、モードロック式の発振器（一例として、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、Ｙｂ：
ＹＡＧ固体レーザ、Ｙｂ添加ファイバーレーザ、Ｅｒ添加ファイバーレーザ等）を採用す
ることができる。モードロック式の発振器は、他の発振器に比べて、発振させるパルスレ
ーザ光のパルス幅を小さくし易い。眼科用レーザ手術装置１は、パルス幅を極力小さくす
ることで、非線形相互作用を生じさせるための閾値以上の強度を有するパルスレーザ光を
、より小さいエネルギーで発振させることができる。その結果、余分なエネルギーによる
熱の影響が集光位置の周囲に現れ難くなる。よって、微細な処置が効率良く行われる。
【００３０】
　発振器１０１に発振させるパルスレーザ光のパルス幅を１ピコ秒よりも小さくすると、
パルスレーザ光を増幅させる場合に複雑な構成（例えば、ＣＰＡ法の構成）が必要となる
。ＣＰＡ法等の増幅方法では、増幅効率も良好とならない場合が多い。また、パルス幅を
２００ピコ秒よりも大きくすると、余分なエネルギーによる熱の影響が現れやすくなり、
且つ、微細な処置を行うことが難しくなる。従って、本実施形態では、発振器１０１に発
振させるパルスレーザ光のパルス幅は、１ピコ秒以上２００ピコ秒以下としている。また
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、５ピコ秒以上３０ピコ秒以下の範囲内にパルス幅を設定するのがより望ましい。
【００３１】
　発振器１０１に発振させるパルスレーザ光の繰り返し周波数は、種々のパラメータ（例
えば、走査部４０の性能等）に応じて適宜設定すればよい。しかし、手術時間を短縮させ
るためには、発振器１０１は、より高い繰り返し周波数でパルスレーザ光を発振させるこ
とが望ましい。例えば、繰り返し周波数は、１ＫＨｚ～５ＭＨｚの範囲内に設定すればよ
い。また、１００ＫＨｚ～１ＭＨｚの範囲内に繰り返し周波数を設定するのがより望まし
い。
【００３２】
　なお、近年におけるモードロック式の発振器のうち、モードロックＹＡＧレーザ発振器
を採用すれば、他のモードロック式の発振器に比べて高出力のパルスレーザ光を処置に利
用することができる。本実施形態では、一例として、モードロック式のＮｄ：ＹＡＧレー
ザを発振器１０１として用いた。発振器１０１に発振させるパルスレーザ光の波長は１０
６４ナノメートル、パルス幅は約５ピコ秒とした。しかし、これらの条件は一例に過ぎな
い。複数の発振器を組み合わせることで、所望の波長のパルスレーザ光を発振させてもよ
い。また、詳細は後述するが、モードロック式以外の発振器（例えば、Ｑスイッチ式の発
振器等）を採用することも可能である。
【００３３】
　増幅部１１０は、発振器１０１によって発振されたパルスレーザ光の出力を増幅させる
。前述したように、本実施形態では、フェムト秒レーザのパルス幅よりも大きいパルス幅
でパルスレーザ光が発振される。従って、パルスレーザ光の出力を増幅させる場合でも、
ＣＰＡ法等の複雑な増幅方法を用いずに、簡易な増幅方法を採用することもできる。
【００３４】
　図３を参照して、本実施形態の増幅部１１０の構成について説明する。本実施形態のレ
ーザユニット１０は、ＭＯＰＡ（Ｍａｓｔｅｒ　Ｏｓｃｉｌｌａｔｏｒ　Ｐｏｗｅｒ　Ａ
ｍｐｌｉｆｉｅｒ）方式のレーザユニットである。図３に例示する増幅部１１０は、ＭＯ
ＰＡ方式で用いられる増幅部の一例である。増幅部１１０は、増幅器１１１Ａ，１１１Ｂ
，１１１Ｃと、励起光源１１２Ａ，１１２Ｂ，１１２Ｃと、拡大レンズ１１４Ａ，１１４
Ｂとを含む。
【００３５】
　増幅器１１１Ａ，１１１Ｂ，１１１Ｃの各々は、多重パス増幅器である。増幅器１１１
Ａ，１１１Ｂ，１１１Ｃの各々には増幅媒質が含まれる。増幅媒質には、発振器１０１に
よって発振される種光の波長に合った媒質を用いればよい。一例として、本実施形態では
、Ｎｄ：ＹＡＧが増幅媒質として使用される。励起光源１１２Ａ，１１２Ｂ，１１２Ｃは
、増幅器１１１Ａ，１１１Ｂ，１１１Ｃにそれぞれ対応して設けられている。励起光源１
１２Ａ，１１２Ｂ，１１２Ｃは、対応する増幅器に含まれる増幅媒質に励起光を照射して
、増幅媒質を励起させる。励起状態にある増幅媒質は、入射したパルスレーザ光を増幅し
て出射する。拡大レンズ１１４Ａは、増幅器１１１Ａと増幅器１１１Ｂの間に設けられ、
増幅器１１１Ａから出射されたパルスレーザ光の径を広げる。拡大レンズ１１４Ｂは、増
幅器１１１Ｂと増幅器１１１Ｃの間に設けられ、増幅器１１１Ｂから出射されたパルスレ
ーザ光の径を広げる。
【００３６】
　ＭＯＰＡ方式による増幅の構成は、ＣＰＡ方式等による増幅の構成に比べて簡易である
。なお、増幅部１１０の構成も適宜変更できる。例えば、眼科用レーザ手術装置１に使用
できる増幅部１１０はバルク型でもよいが、光ファイバー増幅器が複数使用されてもよい
。増幅段も適宜設定すればよい。また、眼科用レーザ手術装置１は、ＭＯＰＡ方式以外の
増幅方式を用いてパルスレーザ光を増幅させてもよい。
【００３７】
　図２の説明に戻る。波長変換部１２１は、発振器１０１によって発振されたパルスレー
ザ光の波長を変換することができる。一例として、本実施形態の波長変換部１２１は、発
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振器１０１によって発振されるパルスレーザ光の波長（１０６４ナノメートル）を、３０
０ナノメートル～７００ナノメートルの範囲の波長（本実施形態では３５４ナノメートル
）に変換する。詳細には、本実施形態の波長変換部１２１は、第一波長変換結晶１２２と
、第二波長変換結晶１２３とを備える。第一波長変換結晶１２２は、波長が１０６４ナノ
メートルのパルスレーザ光を入射し、第二次高調波（波長５３２ナノメートル）を出射す
る。第二波長変換素子１２３は、第二次高調波を入射し、第三次高調波（波長３５４ナノ
メートル）を出射する。波長変換結晶１２２，１２３には、バルク結晶（例えば、ＬＢＯ
、ＢＢＯ）等を用いることができる。
【００３８】
　なお、波長変換部１２１の構成も変更できる。発振器１０１によって発振されるパルス
レーザ光の波長と、患者眼Ｅの組織に照射するパルスレーザ光の波長とに基づいて、波長
変換部１２１の具体的な構成を適宜決定すればよい。例えば、発振器１０１によって発振
されるパルスレーザ光の波長を本実施形態よりも短くし、波長変換部によってパルスレー
ザ光の波長を長い波長に変換することも可能である。波長変換結晶の数も２つに限られな
い。また、バルク結晶に換えてＱＰＭ素子等を用いても良い。ＱＰＭ素子を用いる場合、
分散によるパルス幅の広がりを考慮して素子を選択するのが望ましい。
【００３９】
　切換部１２５，１２６は、波長変換部１２１によるパルスレーザ光の波長変換を実行す
るか否かを切り替える。換言すると、切換部１２５，１２６は、波長変換されたパルスレ
ーザ光をレーザユニット１０から出射するか、波長変換されていないパルスレーザ光をレ
ーザユニット１０から出射するかを切り換える。一例として、本実施形態では、パルスレ
ーザ光の光路への挿入および抜き取りが可能なミラーが、切換部１２５，１２６として使
用される。切換部１２５，１２６の各々の光路への挿入および光路からの抜き取りは、挿
脱機構（図示せず）によって行われる。切換部１２５は、波長変換部１２１よりも光路の
上流側に設けられる。切換部１２６は、波長変換部１２１よりも光路の下流側に設けられ
る。切換部１２５，１２６が共に光路から抜き取られると、パルスレーザ光は光路Ｌ７に
沿って進む。この場合、パルスレーザ光は、波長変換部１２１によって波長変換された後
、パルス選択部１２８に入射する。一方で、切換部１２５，１２６が共に光路に挿入され
ると、パルスレーザ光は光路Ｌ８に沿って進む。この場合、パルスレーザ光は、波長変換
部１２１を経ることなくパルス選択部１２８に入射する。
【００４０】
　なお、切換部１２５，１２６の具体的な構成も変更できる。例えば、眼科用レーザ手術
装置１は、他の構成（例えば、音響光学素子、プリズム、ＭＥＭＳ、半導体ゲート等）を
用いてパルスレーザ光の光路を切り換えることで、波長変換を実行するか否かを切り換え
てもよい。また、切換部は、パルスレーザ光の光路への波長変換部１２１自体の挿入およ
び抜き取りを切り換えることで、波長変換を実行するか否かを切り換えてもよい。本実施
形態とは逆に、切換部１２５，１２６が光路に挿入された場合に波長変換が実行されるよ
うに、光学系の配置を設計してもよい。また、眼科用レーザ手術装置１は、複数の波長変
換部を用いてもよい。波長が互いに異なる３種類以上のレーザ光を選択的に出射してもよ
い。
【００４１】
　パルス選択部１２８は、断続的に入射する複数のレーザパルスを、組織に光破壊を生じ
させるレーザパルスと、組織に光破壊を生じさせないレーザパルスとに選択的に振り分け
る。一例として、本実施形態のパルス選択部１２８は、音響光学素子（ＡＯＭ）とビーム
ダンプとを備える。音響光学素子は、レーザパルスを偏向させることができる。パルス選
択部１２８は、組織に光破壊を生じさせないレーザパルスを、音響光学素子によって偏向
し、ビームダンプに入射させる。つまり、組織の処置に使用しないレーザパルスをピッキ
ングする。また、パルス選択部１２８は、組織に光破壊を生じさせるレーザパルスを、偏
向させることなくそのまま出射する。眼科用レーザ手術装置１は、各種パラメータ（例え
ば、走査部４０によるレーザパルスの走査速度）に応じてパルス選択部１２８を駆動する
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ことで、適切な処置を行うことができる。
【００４２】
　なお、パルス選択部１２８の構成も適宜変更できる。例えば、パルス選択部１２８の配
置位置を変更してもよい。従って、レーザユニット１０の外部にパルス選択部１２８を配
置してもよい。波長変換部１２１よりも光路の上流側にパルス選択部１２８を配置しても
よい（この場合、パルス選択部１２８の位置は、増幅部１１０の上流側でもよいし、下流
側でもよい）。また、音響光学素子の代わりに、電気光学変調器（ＥＯＭ）、光ファイバ
スイッチング素子、チョッパホイル等を用いても良い。また、本実施形態で例示したパル
ス選択部１２８は、レーザパルスを選択的にピッキングする。しかし、処置に使用するパ
ルスを選択するための方法は、レーザパルスをピッキングする方法に限定されない。例え
ば、パルス選択部１２８は、組織の処置に使用しないレーザパルスのパラメータ（例えば
、パルスエネルギー）の少なくともいずれかを、光破壊を生じない値に変化させることで
、処置に使用するレーザパルスと、処置に使用しないレーザパルスとを振り分けてもよい
。パルス選択部１２８自体を省略することも可能である。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態のレーザユニット１０は、パルス幅が１ピコ秒以上２
００ピコ秒以下、且つ波長が３００ナノメートル以上７００ナノメートル以下のパルスレ
ーザ光（以下、「第一パルスレーザ光」という）を少なくとも出射することができる。詳
細は後述するが、本実施形態では、特に患者眼Ｅの角膜を処置する際に第一パルスレーザ
光が使用される。
【００４４】
　従来のフェムト秒レーザを患者眼Ｅの透明組織の処置に使用する場合、パルスレーザ光
を増幅させる必要がある。しかし、フェムト秒レーザのパルス幅は小さいため、増幅のた
めの構成が複雑となる。これに対し、本実施形態におけるパルスレーザ光のパルス幅は、
フェムト秒レーザのパルス幅よりも大きい。従って、眼科用レーザ手術装置１は、仮にパ
ルスレーザ光の増幅を行う場合でも、簡易な方法でパルスレーザ光を増幅させることがで
きる。また、本実施形態の眼科用レーザ手術装置１では、サブナノ秒レーザに比べてパル
ス幅が小さいパルスレーザ光を出射することができる。従って、眼科用レーザ手術装置１
は、意図しない熱の影響を、サブナノ秒レーザを用いる場合に比べて容易に低減しつつ、
フェムト秒レーザを用いる場合と同様の非線形相互作用によって処置を行うことができる
。換言すると、パルス幅が１ピコ秒以上であれば、眼科用レーザ手術装置１は、パルスレ
ーザ光を増幅させる場合に、ＣＰＡ法等に比べて簡易な構成で増幅させることができる。
パルス幅が２００ピコ秒以下であれば、眼科用レーザ手術装置１は、余分なエネルギーに
よる熱の影響を抑制しつつ、効率良く組織に多光子吸収を生じさせることができる。
【００４５】
　また、波長が３００ナノメートル未満であると、多光子吸収でなく単光子吸収が患者眼
Ｅの角膜等で生じやすくなり、非線形相互作用による組織の処置が困難になる。また、２
光子吸収によって角膜等を加工できる波長の上限として適切な値は、約７００ナノメート
ルである（７００ナノメートルよりも波長が大きいと３光子吸収となり、角膜に光子が吸
収され難い）。本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、３００ナノメートル以上７００
ナノメートル以下の波長の第一パルスレーザ光を出射することで、特に患者眼Ｅの前側表
面に近い透明組織（例えば角膜）の処置を適切に行うことができる。波長が７００ナノメ
ートル以下であれば、赤外領域の波長のパルスレーザ光を用いる場合に比べて、微細な処
置も行いやすい。
【００４６】
　本実施形態のレーザユニット１０は、第一パルスレーザ光よりも波長が長い第二パルス
レーザ光を出射することもできる。詳細は後述するが、本実施形態では、角膜よりも患者
眼Ｅにおける後側（奥側）に位置する部位（一例として、本実施形態では水晶体）を処置
する際に、第二パルスレーザ光が使用される。第二パルスレーザ光は、第一パルスレーザ
光よりも波長が長いので、第一パルスレーザ光よりも透明組織を透過し易い。眼科用レー
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ザ手術装置１は、波長が異なる複数のパルスレーザ光を選択的に用いることで、波長の違
いによるパルスレーザ光の特性に応じて適切な処置を行うことができる。
【００４７】
　第二パルスレーザ光の波長は、４００ナノメートル以上１４００ナノメートル以下の範
囲に設定されるのが望ましい。波長が４００ナノメートルよりも短いと、パルスレーザ光
は、集光位置に到達する前に水晶体等によって吸収され易い。波長が１４００ナノメート
ルよりも長いと、パルスレーザ光は、組織内の水によって吸収され易い。眼科用レーザ手
術装置１は、波長が４００ナノメートル～１４００ナノメートルの第二パルスレーザ光を
用いることで、角膜よりも後側に位置する透明組織を適切に処置することができる。なお
、水晶体手術では、破砕された水晶体核は、吸引装置等によって除去される。従って、第
二パルスレーザ光の波長を第一パルスレーザ光の波長よりも長くした影響で、水晶体の細
かい処置が困難となっても、影響は少ない。
【００４８】
＜手術時の処理＞
　図４を参照して、本実施形態の眼科用レーザ手術装置１が実行する手術時の処理につい
て説明する。図４に例示する手術時の処理は、パルスレーザ光による手術を実行する指示
が操作部７１等を介して入力された場合に、制御ユニット７６のＣＰＵ７７によって実行
される。ＣＰＵ７７は、ＲＯＭ７８または不揮発性メモリに記憶された制御プログラムに
従って、図４に示す処理を実行する。
【００４９】
　まず、処置モードの選択指示が受け付けられる（Ｓ１）。処置モードとは、眼科用レー
ザ手術装置による患者眼Ｅの処置（手術）の態様を決定するためのモードである。本実施
形態では、２つの処置モード（第一モードおよび第二モード）が設けられている。第一モ
ードは、患者眼Ｅの第一部位に対する処置を行うためのモードである。第二モードは、患
者眼Ｅのうち、第一部位よりも後側（眼の奥側）に位置する第二部位に対する処置を行う
ためのモードである。一例として、本実施形態では、第一部位は角膜であり、第二部位は
水晶体である。
【００５０】
　術者は、操作部７１等を用いて、所望の処置モードの選択指示を入力する。例えば、Ｃ
ＰＵ７７は、「角膜処置モード」「水晶体処置モード」等のボタンをモニタ７２に表示し
、所望のボタンをタッチパネル等によって術者に選択させることで、処置モードの選択指
示を受け付けてもよい。また、ＣＰＵ７７は、各モードにおけるパルスレーザ光の波長を
、選択肢としてモニタ７２に表示してもよい。
【００５１】
　処置モードの種類を変更してもよい。例えば、３つ以上の処置モードが設けられていて
もよい。水晶体嚢の前面を切開するＣＣＣ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｃｉｒｃｕｌａｒ　
Ｃａｐｓｕｌｏｒｒｈｅｘｉｓ）を実行するための処置モード等、他のモードが設けられ
ていてもよい。なお、本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、第二モードにおいて、Ｃ
ＣＣと水晶体核の破砕を共に行うこともできる。
【００５２】
　次いで、選択された処置モードが第一モードであるか否かが判断される（Ｓ２）。第一
モードであれば（Ｓ２：ＹＥＳ）、患者眼Ｅの角膜におけるパルスレーザ光の集光位置（
目標位置）が設定される（Ｓ４）。前述したように、本実施形態では、ＣＰＵ７７は、パ
ルスレーザ光が集光する位置を、位置検出ユニット５５によって検出された位置に基づい
て、断層画像に対応付ける。従って、ＣＰＵ７７は、パルスレーザ光を実際に集光させる
位置を、断層画像によって設定することができる。ただし、集光位置の設定方法は変更し
てもよい。
【００５３】
　次いで、ＣＰＵ７７は、レーザユニット１０から出射するパルスレーザ光の出力を設定
する（Ｓ５）。本実施形態では、Ｓ５で設定される出力ｐは、第二モードにおいて設定さ
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れる出力Ｐ（後述する）よりも小さい。ただし、出力ｐは固定値である必要は無く、術者
が変更できてもよい。本実施形態でも、少なくとも出力ｐの初期値は後述する出力Ｐの初
期値よりも小さいが、術者は出力ｐを変更できる。
【００５４】
　次いで、パルスレーザ光の照射開始指示が入力されたか否かが判断される（Ｓ６）。操
作部７１等によって照射開始指示が入力されると（Ｓ６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ７７は、設定
した集光位置に従って、ビームエキスパンダユニット３４、走査部４０、およびパルス選
択部１２８等を駆動しながら第一パルスレーザ光を角膜に出射する（Ｓ７）。すべての集
光位置に対するパルスレーザ光の出射が完了すると、処理は終了する。なお、本実施形態
の第一パルスレーザ光とは、パルス幅が１ピコ秒以上２００ピコ秒以下、且つ波長が３０
０ナノメートル以上７００ナノメートル以下のパルスレーザ光である。詳細には、本実施
形態では、波長変換部１２１による波長変換を実行することで、波長３５４ナノメートル
、パルス幅５ピコ秒の第一パルスレーザ光が出射される。
【００５５】
　選択された処置モードが第二モードであれば（Ｓ２：ＮＯ）、患者眼Ｅの水晶体（例え
ば、水晶体嚢および水晶体核の少なくともいずれか）におけるパルスレーザ光の集光位置
が設定される（Ｓ１１）。次いで、パルスレーザ光の出力が設定される（Ｓ１２）。Ｓ１
２で設定される出力Ｐの初期値は、第一モードにおいて設定される出力ｐの初期値よりも
大きい。なお、出力Ｐは、前述した出力ｐと同様に、術者によって変更できてもよい。
【００５６】
　次いで、照射開始指示が入力されたか否かが判断される（Ｓ１３）。入力されると（Ｓ
１３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ７７は、設定した集光位置に従って、走査部４０等を駆動しつつ
第二パルスレーザ光を水晶体に出射する（Ｓ１４）。すべての集光位置に対するパルスレ
ーザ光の出射が完了すると、処理は終了する。なお、本実施形態の第二パルスレーザ光の
波長は、第一パルスレーザ光の波長よりも長い。詳細には、本実施形態では、波長が１０
６４ナノメートル、パルス幅５ピコ秒の第二パルスレーザ光が出射される。
【００５７】
　以上のように、本実施形態では、第一モードが選択されると第一パルスレーザ光が出射
され、第二モードが選択されると第二パルスレーザ光が出射される。波長が短い第一パル
スレーザ光は、透明組織によって吸収され易いが、第二パルスレーザ光に比べて微細な処
置を行い易い。一方で、波長が長い第二パルスレーザ光は、透明組織に吸収され難い。本
実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、第二部位（例えば水晶体）よりも前側に位置する
第一部位（例えば角膜）を処置する場合には、第二部位を処置する場合に比べてレーザ光
の吸収を考慮する必要性が低いので、第一パルスレーザ光によってより細かい処置を行う
。第二部位（例えば水晶体）を処置する場合には、組織によって吸収され難い第二パルス
レーザ光を用いる。従って、本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、患者眼Ｅの部位に
応じて適切な処置を行うことができる。なお、第二部位が水晶体核である場合、破砕され
た水晶体核はその後に除去されるため、微細な処置を行えない場合でも影響は少ない。
【００５８】
　また、角膜には、極力微細な処置をすることが望まれる。水晶体核は、破砕後に除去さ
れるので、効率良く破砕するのが望ましい。本実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、角
膜を処置するための第一パルスレーザ光の出力を、水晶体を処置するための第二パルスレ
ーザ光の出力よりも小さくする。その結果、角膜は小さい出力で細かく処置され、水晶体
は大きい出力で効率よく処置される。
【００５９】
　本発明は上記実施形態に限定されることは無く、様々な変形が可能であることは勿論で
ある。まず、上記実施形態では、モードロック式のＮｄ：ＹＡＧレーザを発振器１０１と
して用いる場合を例示した（図２参照）。しかし、発振器１０１の構成は変更してもよい
。例えば、Ｑスイッチレーザ発振器を発振器１０１として用いてもよい。一般的には、Ｑ
スイッチレーザ発振器は、モードロック式のレーザ発振器に比べて、高い出力のパルスレ
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ーザ光を発振するのが容易である。従って、パルス幅が１ピコ秒以上２００ピコ秒以下の
パルスレーザ光を発振可能なＱスイッチレーザ発振器（例えば、Ｑスイッチマイクロチッ
プレーザ等）を発振器１０１として用いることで、増幅器１１０（図３参照）の構成を簡
略化し易くなる。また、十分な出力を有するＱスイッチレーザ発振器を用いれば、増幅器
１１０自体を省略できる可能性もある。
【００６０】
　上記実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、波長変換を実行するか否かを切り換えるこ
とで、波長の異なる２つのパルスレーザ光を選択的に出射する。従って、波長の違いによ
る特性に応じた処置を行うことができる。しかし、パルスレーザ光を出射するための構成
は変更してもよい。例えば、眼科用レーザ手術装置１は、１種類のパルスレーザ光のみを
出射する構成を備えてもよい。この場合、装置構成は簡略化される。また、上記実施形態
では、波長変換部１２１が用いられることで、適切な波長のパルスレーザ光が患者眼Ｅに
出射される。しかし、採用する発振器１０１によっては、波長変換部１２１を省略できる
場合もあり得る。また、眼科用レーザ手術装置１は、３種類以上のパルスレーザ光を選択
的に出射してもよい。
【００６１】
　上記実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、波長変換を実行するか否かを切り換えるこ
とで、１つの発振器１０１によって複数のパルスレーザ光を出射する。しかし、眼科用レ
ーザ手術装置１は、異なるパルスレーザ光を出射可能な複数の発振器を使い分けることで
、複数のパルスレーザ光を選択的に出射してもよい。
【００６２】
　上記実施形態では、角膜および水晶体を処置する場合を例示して説明を行った。しかし
、処置する部位を適宜変更できることは言うまでもない。例えば、角膜のみを処置する場
合、水晶体核のみを処置する場合、水晶体嚢のみを処置する場合等にも、上記実施形態で
例示した技術の少なくとも一部を適用できる。
【００６３】
　上記実施形態で例示した技術の少なくとも一部を、網膜の光凝固治療、選択的レーザ線
維柱帯形成術（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｌａｓｅｒ　Ｔｒａｂｅｃｕｌｏｐｌａｓｔｙ：Ｓ
ＬＴ）等に利用することも可能である。例えば、上記実施形態における波長変換部１２１
（図２参照）の構成を変更し、発振器１０１によって発振されるパルスレーザ光の波長（
１０６４ナノメートル）を第二次高調波（波長５３２ナノメートル）に変換して、第二次
高調波を光凝固治療およびＳＬＴ等に利用してもよい。この場合、レーザ光の出力等の各
種パラメータは、治療部位、治療内容等に応じて適宜設定すればよい（パルスレーザ光で
なく連続波としてもよい）。さらに、角膜の処置、水晶体の処置、光凝固治療、ＳＬＴ等
の複数の処置の２以上を、１つの装置で実行できるように、装置を構成してもよい。例え
ば、発振器１０１によって発振されるパルスレーザ光を波長変換せずに用いる水晶体処置
モード、第二次高調波を用いる光凝固治療モードおよびＳＬＴモード、第三次高調波を用
いる角膜処置モードのうちの２以上を、１つの眼科用レーザ処置装置において選択的に実
行してもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態の眼科用レーザ手術装置１は、出射するパルスレーザ光の種類に応
じてレーザの出力を変えることで、処置する部位に応じた処置を行う。しかし、出力を変
えずに処置を行うことも可能である。発振器１０１自体の出力を変えずに、フィルタ等に
よってパルスレーザ光の出力を減衰させてもよい。
【００６５】
　レーザユニット１０は、上記実施形態で例示した用途以外の用途にも使用できる可能性
がある。レーザユニット１０は、以下のように表現することもできる。非線形相互作用に
よる透明組織の処置に用いられるレーザユニットであって、パルスレーザ光を発振する発
振器と、前記発振器によって発振されたパルスレーザ光の波長を変換することで、パルス
幅が１ピコ秒以上２００ピコ秒以下、且つ波長が３００ナノメートル以上７００ナノメー
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トル以下のパルスレーザ光を生成する波長変換手段と、を備えたことを特徴とするレーザ
ユニット。
【符号の説明】
【００６６】
１　　眼科用レーザ手術装置
１０　　レーザユニット
３０　　照射ユニット
７７　　ＣＰＵ
１０１　　発振器
１１０　　増幅部
１２１　　波長変換部
１２５，１２６　　切換部

【図１】 【図２】

【図３】
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